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業務委託仕様書 

本業務の遂行に当たっては、本仕様書に従って実施するものとする。 

１ 業務委託名 

次期京都市自転車総合計画（仮称）策定支援業務等に関する業務委託 

２ 履行場所 

京都市全域 

３ 履行期間 

 契約日の翌日から令和８年３月３１日まで 

４ 業務委託の概要 

（１）目的 

    本市では、令和３年１０月に策定した「京都市自転車総合計画２０２５（※１）」 
（以下「現計画」という。）の推進期間が令和７年末をもって満了することから、現 
状の課題や自転車を取り巻く社会動向など（※２）を踏まえ、「次期京都市自転車総 
合計画（仮称）」（以下「次期計画」という。）の策定を行う。  
 また、次期計画の策定及び「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン＜国 
土交通省、警察庁＞」の改定等に伴い、本市自転車施策の取組の一つである自転車 
走行環境整備を進めるための統一的な整備マニュアルである「京都市自転車走行環 
境整備ガイドライン」の改定を行う。 

    そこで、本業務では、①自転車利用実態や自転車関連事故、自転車走行環境整備 
の効果検証などの計画策定に必要な調査・分析業務、②次期計画で取り組むべき施 
策の提案や自転車走行環境の整備計画路線等の選定、計画素案の作成などの次期計 
画の策定支援業務、③次期計画の検討にあたり開催する京都市自転車政策審議会（以 
下「審議会」という。）及び策定部会の運営補助、④計画策定に伴う「京都市自転車 
走行環境整備ガイドライン」の改定業務を行うこととする。 
なお、次期計画については、「長期ビジョン（仮称）（次期京都市基本計画）」や令 

   和８年度策定予定の「第３次自転車活用推進計画＜国土交通省＞」（以下「国計画」 
という。）の内容を踏まえたものとするため、令和８年秋頃の策定を予定しており、 
本年度の業務としては、計画素案の審議までを予定している。 

 （※１）現計画について   
       現計画においては、「自転車共生都市・京都」を目指し、３つの柱に沿って、 

自転車走行環境整備や自転車安全教育、自転車駐輪環境整備、多様な面での 
自転車の活用等の事業を推進しており、放置自転車対策、走行環境の整備延 
長拡大、ライフステージ別の安全教育等により自転車事故の減少などの成果 
を上げてきた。 

   （※２）次期計画において踏まえるべき要素  

      〇現状の課題（事故件数の下げ止まり、外国人観光客を含めた自転車利用 
者のルール・マナーの向上など） 
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      〇人口減少や少子高齢化などの社会状況の変化 
      〇新たな電動モビリティの登場 
      〇令和８年春までに予定されている交通反則通告制度（青切符）の導入、「安 

全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の改定などの国や警察の動 
向 

〇国の「第３次自転車活用推進計画」や京都府の「第２次自転車活用推進計 

画」 

〇本市の上位計画（「長期ビジョン（仮称）」「新京都戦略」「歩くまち・京 

都総合交通戦略２０２１」） 

〇交通、健康、医療、環境、観光、防災等の本市関連施策 

〇地域の交通基盤や交通特性、道路空間の状況、交通規制の状況、人口分布・ 

年齢階層・地形の起伏、施設立地等の本市の都市特性及び将来の都市構造、 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）   

 など 
 （２）業務項目 

   ア 計画準備 
    (ｱ) 業務計画書の作成 ： 一式 
    
   イ 計画策定に係る調査・分析業務 

   (ｱ) 自転車利用実態の調査・分析 

     a 調査の実施   ： 一式 
     b  調査結果の分析及び集計、図表化 ： 一式 
 
     (ｲ) 自転車関連事故に関する調査・分析 
      a 自転車関連事故データの分析 ： 一式 
 
        (ｳ) 自転車走行環境整備の効果検証調査等の実施 
      a 調査の実施   ： 一式 
      b 調査結果の分析 ： 一式 
     
      ウ 計画策定支援業務 

(ｱ)  現計画における評価と課題等の分析 ： 一式 
(ｲ)  自転車施策に関する事例調査 ： 一式 
(ｳ)  骨子案作成支援 ： 一式 
(ｴ)  実施すべき施策の検討 ： 一式 
(ｵ)  整備計画路線の検討・整理 

a  基本方針及び計画目標の設定 ： 一式 
b  路線の選定・路線図の作成  ： 一式 
c 最終整備形態の選定     ： 一式 
d 優先順位の設定       ： 一式 
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(ｶ)  計画素案の作成 ： 一式 
(ｷ)  計画素案に関するパブリックコメント用資料の作成 ： 一式 

    

   エ 審議会及び策定部会の運営補助 

(ｱ)  審議会の運営補助 ： 一式 

(ｲ)  策定部会の運営補助 ： 一式 

 
   オ 「京都市自転車走行環境整備ガイドライン」の改定 
    (ｱ) 郊外部へのガイドライン適用に向けた検討 ： 一式 

(ｲ) 維持修繕に係る基本方針の決定      ： 一式 
(ｳ) ガイドラインの改定作業         ： 一式 
(ｴ) 関係機関協議資料の作成         ： 一式 

 
   カ 報告書の作成 ： 一式 
 
   キ 打合せ協議 

(ｱ) 打合せ協議の実施   ： 一式 
 (ｲ) 管理技術者の立ち会い ： 一式 
 

   ク 成果品の納品 
(ｱ) 成果品の納品        ： 一式 
(ｲ) 電子成果品       ： 一式 
(ｳ) 内容確認の実施         ： 一式 
(ｴ) 納品する成果品について ： 一式 

 
５ 業務内容 

（１）計画準備 

  ア 業務計画書の作成 

本事業計画の内容、本事業の内容を十分に理解し、業務概要、実施方針、実施 

体制、業務工程等について記載した業務計画書を作成する。 

 

 （２）計画策定に係る調査・分析業務 

ア 自転車利用実態の調査・分析 

  (ｱ) 調査の実施 

     ・ 本市における自転車の利用実態を把握するため、１５歳（高校生）以上の 

      市民を対象にアンケートの手法により調査を実施し、１，０００サンプルを 

確保すること。 

・ サンプル確保に当たっては、その構成が、「京都市住民基本台帳」に基づく、

行政区別の年代及び性別の構成比（契約時の最新値）と同程度になるよう努

めること。 
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・ 設問作成に当たっては、過年度の調査を参考（参考資料１）に、本市に提 

案・協議のうえ、内容を確定させること。また、効果的な分析ができる調査 

票となるよう、助言、提案を行い、次期計画の参考となる設問とすること。 

 (ｲ) 調査結果の分析及び集計、図表化 

調査結果については、過年度の調査結果を参考に、分析（設問やその結果に 

よってはクロス分析を実施）のうえ、まとめること。 

また、総合計画の評価指標の推移について、過年度の調査結果や関連した設 

問を踏まえて、分析を行うこと。 

なお、調査結果については、本市の政策的判断の参考資料としているため、 

分析業務の途中であっても、調査結果に係る速報データを途中で求める場合が 

ある。 

 

イ 自転車関連事故に関する調査・分析の作成 

     (ｱ) 自転車関連事故データの分析 

本市の提供する事故データ及び過年度の調査結果を活用のうえ、市内の自転 

車関連事故の発生状況等について、まとめること。 

また、より効果的な分析ができるよう、分析項目等について、助言、提案を 

行うものとする。 

【分析内容（案）】※ 参考過年度の調査結果参照 

○ 京都市内の自転車関連事故分析のまとめ 

○ 京都市の自転車関連事故の水準（政令市比較） 

・ 自転車関連事故件数の推移 

・ 自転車関連事故が全交通事故に占める割合、人口 1，000 人当たりの自

転車関連事故件数 

○ 京都市全体の自転車関連事故の特性 

・ 事故相手 

・ 道路形状及び事故類型 

・ 第１当事者・第２当事者の状況 

・ 衝突地点 

・ 事故の発生場所 

・ 幹線道路、準幹線道路、その他道路（生活道路等）のそれぞれが占める 

事故割合 

・ 事故多発路線 

・ 事故多発交差点 

・ 法会違反の状況 

・ 死亡事故 

・ 重傷事故 

・ 対自転車事故、対歩行者事故の特性 

 

ウ 自転車走行環境整備の効果検証調査等の実施 
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(ｱ) 調査の実施 

a   幹線・準幹線道路での調査の実施（整備後）（７路線、２交差点） 
自転車走行環境整備の効果を検証するために、整備を行った箇所において、 

自転車の通行状況等の調査を実施する。なお、調査項目については、過年度 
からの経年的な変化を比較するため、過年度の調査項目、方法と整合を図る 
こと。 

調査地点については、過年度と同一の箇所（参考資料２）とする。 
① ２路線（河原町通、丸太町通）、１交差点（河原町通×丸太町通） 
② ３路線（烏丸通、今出川通、三条通）、１交差点（烏丸通×紫明通） 
③ １路線（御池通） 
④ １路線（山陰街道） 

a) 歩行者・自転車交通量調査 
      歩行者及び自転車の交通状況を把握するため、平日の１日において、交通 

量調査を実施する。 
     調査時間： ７時～１９時 
     調査方法： 歩行者及び自転車を調査対象とし、調査地点において、目前 

を通過した歩行者・自転車を数取器で、通行方向別（上り、下 
り）に１時間ごとに計測し、調査票に数値を記録する。自転車 
については、通行位置別（車道、歩道）に区分する。 

b) 自転車の走行速度調査 
     自転車走行環境整備の効果を検証するため、平日の１日において、自転車 

の走行速度調査を実施する。 
    調査時間： ７時～１９時のうち交通量ピーク時間帯（１時間程度） 
    調査方法： 自転車を対象とし、調査箇所にビデオカメラを設置し、交通 

量ピーク時間帯（１時間程度）について、ビデオ撮影による走 
行速度等の調査を行う。 

        取得した映像から上り下りの通過する走行速度を算出する。 
走行速度の算出は、ビデオ画像から点間の距離と通過時刻を記 
録し算出する。横断歩行者や駐車場等の出入り、路上駐停車等 
の影響があるデータは除く。 

 
b  アンケート調査の実施（２地区） 

自転車走行環境整備に関する印象（歩行者や自転車の安全・快適性など）等 
を把握するため、道路利用者（歩行者、自転車等）等を対象とした街頭インタ 
ビュー（平日の１日）において、アンケート調査を実施する。 

調査方法： アンケート用紙を作成し調査する。アンケート用紙の作成に当 
たっては、前回（令和５年度）の内容（参考資料３アンケート（案）） 
を参考に、歩行者、自転車及び自動車の安全・快適性を評価でき 
るよう工夫する。 
また、必要に応じて整備手法に関する評価・課題、自転車通行 
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方法などのルールの認知度、整備の浸透状況を含め、幅広い視点 
での効果検証が行えるよう留意し、詳細内容については監督職員 
と協議し決定する。 
アンケートは道路利用者（歩行者、自転車等）等を対象とし、 

アンケートのサンプル数は１地区あたり 200 以上とする。 
 

c  生活道路エリアでの調査の実施 
       生活道路における今後の修繕方針、整備方針の検討資料とするため、整備を 

行っている生活道路において、自転車利用状況等の調査を行う。 
 

 
＜作業の想定（一例）＞ 

●生活道路エリアでの調査の実施  
調査路線：２路線（生活道路（交差点付近のみ矢羽根整備）、生活道路

（単路部 ＋交差点において矢羽根整備）） 
① 交通量調査 

          歩行者及び自転車、自動車の交通状況を把握するため、平日の１日 
において、交通量調査を実施する。 

         調査時間：７時〜１９時 
          調査方法：歩行者及び自転車、自動車を調査対象とし、通行方向別（上 

り、下り）に１時間ごとに計測する。 
② 自動車の走行速度調査 

          自転車走行環境整備の効果を検証するため、平日の１日において、 
自動車の走行速度調査を実施する。 

         調査時間：７時〜１９時のうち交通量ピーク時間帯（１時間程度） 
          調査方法：自動車を対象とし、交通量ピーク時間帯（１時間程度）に 

ついて、ビデオ撮影による自動車の走行速度の調査を行う。 
③ 交差点部での一時停止・徐行・減速状況調査 

             生活道路の交差点において、交通量ピーク時間帯（１時間程度）に 
ついて、注意喚起マーク整備前後で自転車の走行スピードがどれくら 
い変化するのか調査する。 

            調査時間：７時〜１９時のうち交通量ピーク時間帯（１時間程度）に
ついて、ビデオ撮影による自転車の一時停止状況及び徐行、走
行速度の調査を行う 

 
(ｲ) 調査結果の分析 
  上記の調査結果を分析し、自転車走行環境整備の効果について考察する。 

  

  （３）計画策定支援業務（計画策定のスケジュール案は別紙参照 参考資料４） 

   ア 現計画における評価と課題等の分析 
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現計画の実績、本市が所有する自転車関係データの分析結果（自転車利用実態 

の調査、自転車走行環境整備の効果検証、自転車関係事故に関する調査等）、審議 

会における審議内容等から、本市の自転車政策の取組を把握するとともに、現計 

画における評価と課題、本市の強み等を分析し、次期計画において重点的に取り 

組むべき課題を整理する。 

   イ 自転車施策に関する事例調査 

     国内外の自転車施策に関する最新情報を収集するとともに、他都市の自転車活 

用推進計画、施策等の資料収集及び整理を行う。 

   ウ 骨子案作成支援 

次期計画の基本的な方向性、取組方針等を検討するにあたり、本市が作成する 

骨子案に対して、提案及び助言を行うこと。 

提案及び助言を行うに当たっては、上記ア、イ及び４（１）（※２）を踏まえる 

こと。 

   エ 実施すべき施策の検討 

     上記ア～ウの結果を踏まえ、現行計画の推進施策のうち引き続き実施する施策、 

強化・充実する施策、新たに推進する施策を検討し、その案を本市に提案する。 

         検討に当たっては、①自転車安全利用環境の向上（ルール・マナー、自転車走 

行環境整備、放置自転車対策）②多様な場面での自転車の活用③各施策を支える 

インフラであるネットワークや ICT の強化の３つの視点から検討すること。 

         また、４（１）（※２）を踏まえた内容とすること。 

なお、審議会及び策定部会に意見聴取する予定であり、その結果を踏まえた検 

討を行うものとする。 

  オ 整備計画路線等の選定 

令和６年度の成果を参考に京都市の自転車走行環境整備方針を設定し、ネット 

ワーク計画の対象エリアの選定、路線の選定、整備形態の選定を行う。 

    自転車ネットワーク整備効果を早期発現させるため、安全性、快適性の向上や 

計画目標達成の観点から自転車走行環境整備路線の整備優先度を検討する。 

(ｱ) 基本方針の設定 

前年度の成果等を参考に今後の整備計画の基本方針の設定を行う。 

(ｲ) 路線の選定・路線図の作成 

     計画の達成に必要な路線を選定し、路線図を作成する。 

(ｳ) 最終整備形態の検討 

     歩行者、自転車の安全の観点、道路現況等から最終的な整備形態を検討する。 

(ｴ) 優先順位の検討 

     整備済みの区間を接続する区間（ネットワーク路線に位置付けられた区間相

互を結ぶことでネットワーク化に資する路線）や市内の主要な拠点にアクセス

するための必要な路線（駅周辺など）、自転車の利用が多い路線等を踏まえ、整

備優先度を検討する。 

   カ 計画素案の作成 

     上記ア～オを踏まえ、次期計画の計画素案（５０頁程度）を作成する。 
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     計画素案については、パブリックコメントの公表用として使用するため、市民 

や事業者等にとって分かりやすい表現となるよう工夫して作成すること。（パブリ 

ックコメント実施にあたり、次のキで作成する概要版と併せて本市ホームページ 

に掲載予定） 

     なお、作成に当たっては、審議会及び策定部会に意見聴取する予定であり、そ 

の結果を踏まえた検討・修正等を行うものとする。 

   キ 計画素案に関するパブリックコメント用資料の作成 

     計画素案に関して、令和８年度にパブリックコメントを実施することを予定し 

ており、パブリックコメント用の資料として、計画素案の概要をまとめた資料を 

作成する。 

 なお、作成に当たっては、審議会に意見聴取する予定であり、その結果を踏 

まえた検討・修正等を行うものとする。 

   

 （４）審議会及び策定部会の運営補助 

  ア 審議会の運営補助 

     次期計画の検討に当たっては、１８名のメンバーからなる審議会の意見を聴取 

する予定である。その運営に当たって次のとおり、補助を行う。（委員報酬につい 

ては、本契約の対象外） 

なお、審議会は、1回当たり２時間程度で計３回程度の開催を予定している。 

    (ｱ) 審議会用資料の作成、印刷（４０頁程度） ５０部 

    (ｲ) 審議会における事務局補助（会場の借上（４０名程度が入る会場を想定）、 

      設営、物品の準備、写真撮影） 

※オンライン会議の設備を整えること。（会議用パソコン、Web カメラ、Wi-Fi 

機器、集音マイク等） 

        (ｳ)  議事概要の作成 

   イ 策定部会の運営補助 

     次期計画の検討に当たっては、審議会の下部組織として分野ごとの３つの策定 

部会（各１０名程度を予定）を設置し、策定部会に意見を聴取する予定である。 

その運営に当たって次のとおり、補助を行う。（委員報酬については、本契約の 

対象外） 

     なお、策定部会は、１回当たり２時間程度で計４回程度の開催を予定している。 

     (ｱ)  策定部会用資料の作成、印刷（４０頁程度） ４０部 

     (ｲ)  策定部会における事務局補助（会場の借上（３０名程度が入る会場を想定）、 

      設営、物品の準備、写真撮影等） 

 ※オンライン会議の設備を整えること。（会議用パソコン、Web カメラ、Wi-Fi 

機器、集音マイク等） 

        (ｳ)  議事概要の作成 

 

（５）「京都市自転車走行環境整備ガイドライン」の改定① 

ア 郊外部へのガイドライン適用に向けた検討 
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  ガイドラインにおいて、令和４年度に改定を行った内容（自転車マークや交差

点内の矢羽根の設置間隔）の妥当性について、過年度の成果や他都市の状況等を

分析・検証し、郊外部への適用についての検討を行う。 

  また、郊外部において、整備効果を早期発現させるため、視認性を考慮した上

で、矢羽根設置間隔拡大の適用についての検討を行う。 

イ 維持修繕に係る基本方針の決定・生活道路の整備方針の改定 

  令和７年度に実施を予定している調査（（２）ウ(ｱ)ｃ 生活道路エリアでの調査

の実施）の結果及び過年度の成果等から経年劣化による整備効果の低減の有無等

について検証を行い、今後の短期的・中長期的な補修方針や今後の生活道路にお

いての整備方針について、それぞれ検討を行う。 

ウ ガイドラインの改定作業 

  令和６年度の成果※及び上記ア、イを参考に、改定を行うべき内容について整理

し、ガイドラインの改定作業を進め、「ガイドラインの改定（暫定版）」を作成す

る。 

  ※令和６年度、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（国土交通省・

警察庁）の改定を受け、改定を行うべき項目について整理している。 

エ 関係機関協議資料の作成 

  ガイドラインの改定にあたっては、京都府警や学識経験者から安全面等に関す

る意見を聞きながら、作業を行う必要がある。 

関係機関（京都府警、審議会を想定している。）との協議資料の作成及び協議に

おける指摘事項の修正等を行う。 

 

（６）報告書の作成 

本業務において実施した調査及び検討内容等について報告書としてとりまとめると

ともにその概要版を作成する。 

 

（７）打合せ協議 

ア 打合せ協議の実施 

  業務の打合せは、業務着手時、業務中間時５回、成果品納入時（業務完了時） 

の計７回を行うものとする。ただし、必要が生じた場合は、本市と合議の上、適 

宜打合せ協議を実施するものとする。また、各打合せの記録簿を作成すること。 

イ 管理技術者の立ち会い 

   業務着手時及び業務完了時は、管理技術者が立ち会うものとする。 

 

（８）成果品の納品 

ア 成果品の納品 
成果品は、報告書（概要版を含む）を工期末までに納品する。なお、納品前に 

監督職員と詳細を打ち合わせなければならない。また、受注者は、成果品納品後 

であっても、成果品に誤りがあった場合には直ちに訂正するとともに、成果品に 

対して説明等を求めた場合には速やかに対応するものとする。 
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イ 電子成果品 
電子成果品は、「京都市建設局電子納品実施要領（業務編）令和６年３月」（以 

下「電子納品要領」という。）に基づき作成されたものとする。 
なお、電子納品要領に記載のない事項や疑義がある場合は、監督職員と協議の 

うえ、作成するものとする。 
ウ 内容確認の実施 

電子成果品の提出の際には、「京都市電子納品チェックシステム」により照査を 
行い、エラーがないことを確認後、ウィルス対策を行い提出するものとする。 

エ 納品する成果品について 
  以下のとおりとする。 

(ｱ) 報告書（概要版含む）２冊（両面・カラー刷り）   一式 
(ｲ) 電子成果品（ＣＤ－Ｒ）    一式 

  

６ その他 

 （１）本業務の履行にあたっては、本業務委託仕様書によるほか、「土木設計業務等委託

必携（令和７年２月 京都市）」によるものとする。 
 （２）契約後において、技術提案書に虚偽の記載が行われていることが判明した場合は、

契約を取り消すことがある。 
 （３）受託業者に決定した場合、技術提案書に記載する配置予定管理技術者の履行途中

における変更は、特別な事情がない限り認めないものとする。 
  

７ 貸与資料 

・京都市自転車総合計画２０２５（令和３年１０月策定） 

・京都市自転車利用実態調査業務委託（令和５年度） 

・京都市自転車走行環境整備ガイドライン（令和４年４月改定） 

・京都市自転車安全教育プログラム（平成３０年３月） 

・京都市自転車走行環境整備効果検証調査等業務委託（令和６年度） 

・京都市自転車走行環境整備効果検証調査等業務委託（令和５年度） 

・京都市自転車走行環境整備効果検証調査等業務委託（令和４年度） 

・京都市自転車走行環境整備ガイドライン改定に関する調査業務委託（令和３年度） 

・京都市自転車走行環境整備効果検証調査等業務委託（令和元年度） 

・京都市自転車走行環境整備効果検証調査等業務委託（平成 30年度） 

・京都市自転車走行環境整備効果検証調査等業務委託（平成 29年度） 

・京都市自転車走行環境整備効果検証調査等業務委託（平成 28年度） 

・次期京都市自転車総合計画（仮称）策定に関する調査・検討等業務（その１）（令 

 和元年度） 

・次期京都市自転車総合計画（仮称）策定に関する調査・検討等業務（その２）（令 

 和２年度） 

・次期京都市自転車総合計画（仮称）策定に関する調査・検討等業務（その３）（令 

和３年度） 
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・京都市における自転車関連事故データ（平成 24年から令和 6 年分） 

・道路交通センサス（令和３年度） 

 

８ 参考資料 

  本業務の検討作業においては、次に掲げる上位計画・関連資料を参照すること。 
   ・京都市基本計画 

   ・新京都戦略 

    ・京都市レジリエンス戦略 

   ・「歩くまち・京都」総合交通戦略２０２１ 

   ・京都市地域公共交通計画 

   ・第１１次京都市交通安全計画  

   ・京都市地球温暖化対策計画 

   ・各区基本計画 

   ・京都市都市計画マスタープラン 

   ・京都市都市計画マスタープラン 地域まちづくり構想編 

   ・京都市持続可能な都市構築プラン 

   ・京都市民健康づくりプラン（第２次） 

・京都観光振興計画 2025 

   ・京都市地域防災計画 

   ・自転車活用推進法（国土交通省） 

   ・第２次自転車活用推進計画（国土交通省） 

   ・第２次京都府自転車活用推進計画 

   ・その他関連業務資料（他都市事例等） 

  ・長期ビジョン（仮称）※令和８年１月策定予定 
  ・第３次自転車活用推進計画（国土交通省）※令和８年度策定予定 



   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

    
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 
 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
 

     
 
 
 
 
 
    
 

                                     
    

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

      
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

      
 
 
 
 
 
 

        

      
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

         

      
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  

                                   
      

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
 
 

      
 
 
 
 
 
 



     
  

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

         
 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      
 
 
 

      
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

         



参考資料２ 

箇所図（詳細）（令和５年度調査箇所） 

【調査実施箇所】河原町通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  ●  

● 調査員配置箇所（歩道内） 



【調査実施箇所】丸太町通 
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● 調査員配置箇所（歩道内） 



【調査実施箇所】烏丸通 
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● 調査員配置箇所（歩道内） 



【調査実施箇所】今出川通 
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● 調査員配置箇所（歩道内） 



【調査実施箇所】三条通 
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● 調査員配置箇所（歩道内） 



【調査実施箇所】御池通 
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● 調査員配置箇所（歩道内） 



【調査実施箇所】山陰街道 
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● 調査員配置箇所（歩道内） 



【調査実施箇所】河原町丸太町交差点 
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● 調査員配置箇所（歩道内） 



【調査実施箇所】烏丸紫明交差点 
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● 調査員配置箇所（歩道内） 











次期計画策定の流れ（案）

取組内容年月

・現計画の現状報告
・次期計画の諮問、日程、方向性など審議会７月頃

令和７年度

・推進事業や評価指標の検討など策定部会（仮称）
※４回程度実施９月〜１２月頃

・素案審議①審議会１月頃

・素案審議②、パブリックコメント実施について審議会３月頃

参考資料４

※令和８年度にパブリックコメント実施、計画策定予定。


